
 

 

 

登 録 日 本 語 教 員 の経 過 措 置 に係 る  

経 験 者 講 習  

 

〈申込方法〉 
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詳細な手順については、各ページを参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込 ～ 受講 までの流 れ
方法  

1 
経過措置ルートと受講科目の確認  

４ページの「経過措置ルート判定ガイド図」を参考に、 

御自身の経過措置ルートと受講する科目を確認する 

３ページ参照 

納入書の御案内メールが届く （原則翌営業日） 

受講開始の御案内メールが届く（原則 5 営業日以内） 

（ID・パスワード等が記載されています）  

５ 
簡易書留で納入書を受付窓口に送る 

納入書の準備が整ったら、郵便局から簡易書留で発送する 

送料は受講者負担  

１４ページ参照 

４ 
納入書の提出準備 （受講料の納入）  

届いた納入書をプリンタで印刷し、 

受講料相当の収入印紙を納入書に貼付する 

１２ページ参照 

２ 
講習サンプルの確認  

サンプルの e ラーニングにアクセスし、 

御自身の環境で問題なく受講できるか確認する 

６ページ参照 

３ 
「お申込みフォーム」から受講申込  

７ページの URL 又は QR コードから「お申込みフォーム」に 

アクセスし、所定の項目を入力し、受講申込を行う 

７ページ参照 

■^
＾
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＾ 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

６ 
受講開始 

e ラーニングで講習の受講開始 

別途御用意する「操作マニュアル」を参照してください  

７ 
修了証の受領 

PC で修了証をダウンロード 

別途御用意する「操作マニュアル」を参照してください 

受講修了  

１５ページ参照 

１５ページ参照 ＾ 

＾ 
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別資料〈講習概要〉 1 ページ「はじめに」に記載の通り、本講習の受講科目は対

象者によって異なります。御自身がどの経過措置ルートに該当するかについては、 

次のページの「経過措置ルート判定ガイド図」を参考にしてください。 

ただし、令和 6 年度に日本語教員試験を受験し、仮合格した方は、受験時に選

択した資格取得ルートに応じた講習を受講してください。 

令和 7 年度以降に日本語教員試験を受験する方は、経過措置ルート判定ガイド

図を参考に、該当ルートに応じた講習を受講してください。 

なお、複数の経過措置ルートに該当する方は、どのルートの経過措置の適用を受

けるかを御自身でお決めください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考： https://www.mext.go.jp/a_menu/nihongo_kyoiku/mext_02668.html 

 「登録日本語教員の登録申請の手引き」 より 

 

1 経過措置ルートと受講科目の確認  

申込 手 順  

登録日本語教員の資格取得に係る経過措置について 経過措置期間 .oi
 

令和6年4月 1日～
令和 15年3月31日まで紅

令和6年4月1日～令和 II年3月31日まて

※l平成3I年4月1日（法施行5年前）～令和 11年3月31日（法施行5年後）の間に法務省告示機関て告示を受けた課程、大学、認定日本梧教育機関て認定

（C) を受けたf秤疇輩匹四 憮 四渇益“専 翌が匹温i1辛心厄 胆四岳ら饂 tけiした者
現職者※1に限らず必須の50現瞬者※1のうち必須の50項現職者※1のうち必須の50項 現職者※1のうち民間 現職者※1のうち民間 左記以外の

項目に対応した課糧修了看 ． 目対応前の課程脩了者① 目対応前の諜程修了者② 試験に合格した者① 試験に合格した者② 1現職者※l

左記の養成課程等以外て、 5
区分の教育内容 (※4に掲載
されたもの。）を実施している
ことが確認てきた現行告示基
準教員要件に該当する養成
課程等（※5）を作了し、学士
以上の学位を有する者

7 |― 

必須の50項目 (※3に掲載さ
れたもの。） を実施していること
が確認てきた現行告示基準教
員妻件に該当する養成諫程等
(※5)を條了し、学士以上の
学位を有する者

左記2つに該当しないもの
の、現行告示基準教員要件
に該当する養成課程等を作
了し、学士以上の学位を有
する者

： 講習修呪II定試験

基礎試験免除 ＇ 基礎m験＇免除

こ三コ：三 □三コ
実践研修 免除 ＇ 

講習 I
講習修了認定試験

講習 II
講習修了認定試験

基礎試験免除

昭和62年4月1日～平成 15
年3月31日の間に実施され
た日本語教育能力検定試験
（公益財団法人日本国際教
育支援協会）に合格した者

講習 I
講習修了認定試験

講習 II
講習脩了認定試験

’’ 
基 礎試験免除

I I 
応用試験免除

1
1
1
,
'
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講習 II
講習修了認定試験

基礎試験免除

I I 
応用試験免除

I I ※基礎試験 I I 

実践研修免除 、応用試験 実践研脩免除
免除ても出
願は必要．

※2棧過II置剛閏19原則として法施行復5年（令和 II年3月31日）まてとするが、現行の書成繹匿｀寅範する大学等が登緑実践＂饉櫓閲と登緑日本逗教員暑成襴閲の登録を受ける前 1こaIIする零生等への配慮として、
大学等の準備が邊れ、 5年の経過憎量闊間が絹了 した・後の令和II年4月1日よ＇） 置紐機関としての実践碍修・暑成＂罹が闊綸された場合t憑定し、それ以討 から在籍した学生等が紐過惰置を受けられるよう．大学
の修棗年霞が●年であることを躇まえ、原則てある5年に4年を加え、 50項目に対応した課糧の修了書への経遍措重の期間を令和15年3月31B•てとする ．

※3 B*il教冑人材の養成・＂修のかJ方について（霧告）改定lli（平成 31年3月4a)文化審議彙国11分科合
※4 B*il教育のための戦JI養成について（平成12年3月30日）日本ii貌員の養成に関する調重研究協力書舎ii
※5 (C)及び(D-1)の着成錬糧等については文響科学省が確はを行い．それぞれの養成課種等の一覧を公隠．

https://www.mext.go.jp/a_menu/nihongo_kyoiku/mext_02668.html
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▼経過措置ルート判定ガイド図  [現時点ではなく、日本語教員試験(令和 7〜

10 年度)の出願時点を想定して選んでください。] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いいえ 

 

平成 31 年 4 月 1 日～令和 11 年 3 月 31 日の間に、 

以下のいずれかの機関において 1 年以上 

日本語教育課程を担当（※）していましたか？ 

 ●法務省告示機関の告示を受けた課程 

 ●大学 

 ●認定日本語教育機関の認定を受けた課程 

※雇用が継続し、かつ、平均して週 1 回以上授業を担当していた 

必要があります。 

※複数の日本語教育機関での経験を合計（雇用期間が重なっている 

日を除く）して１年以上となる場合も該当します。 

 

 

はい いいえ 

昭和 62 年 4 月 1 日～ 

令和 6 年 3 月 31 日の間に実施された 

「日本語教育能力検定試験 

（公益財団法人日本国際教育支援協会）」に 

合格したことがありますか？  

「必須の教育内容 50 項目に対応した 

養成課程等」(※)を修了し、かつ、 

学士以上の学位を有していますか？ 

※「必須の教育内容 50 項目に対応した養成 

課程等」については、令和 5 年度に文部科学省

から公開されています。 

いいえ 
はい 

平成 15 年 4 月 1 日～ 

令和 6 年 3 月 31 日の間に 

実施された 

「日本語教育能力検定試験」に 

合格していますか？  

はい 

「必須の教育内容 50 項目 

に対応した養成課程等」(※) 

を修了し、かつ、学士以上の 

学位を有していますか？ 

※「必須の教育内容 50 項目に 

対応した養成課程等」については、 

令和 5 年度に文部科学省から 

公開されています。 

いいえ 

はい いいえ 

はい 

「平成 12 年報告に対応した 

養成課程等」(※)を修了し、 

かつ、学士以上の学位を有し

ていますか？ 

※「平成 12 年報告に対応した 

養成課程等」については、 

令和 5 年度に文部科学省から 

公開されています。 
法務省告示基準教員要件に該当する養成課程等を修了し、 

かつ、学士以上の学位を有していますか？ 

※以下のいずれかに該当することを指します。 

●大学（短期大学を除く。以下同じ。）又は大学院において 

日本語教育に関する教育課程を履修して所定の単位を修得し、 

かつ、当該大学を卒業し又は当該大学院の課程を修了した者 

●大学又は大学院において日本語教育に関する科目の単位を 

26 単位以上修得し、かつ、当該大学を卒業し又は当該大学院の 

課程を修了した者 

●学士の学位を有し、かつ、日本語教育に関する研修であって適当 

と認められるものを 420 単位時間以上受講し、これを修了した者 

 

はい 

いいえ 

はい 

いいえ 

経過措置 

対象外 

経過措置 

C 

経過措置 

E-2 
経過措置 

E-1 

経過措置 

D-2 
経過措置 

D-1 

経過措置 

F 
※本講習対象外 

※本講習対象外 

https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/pdf/94040601_01.pdf
https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/pdf/94040601_01.pdf
https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/pdf/94040601_01.pdf
https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/pdf/94040601_01.pdf
https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/pdf/94040601_02.pdf
https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/pdf/94040601_02.pdf


5 

 

 

 

 

 

 

上記 D-1、D-2、E‐１又は E-2 の４つの経過措置ルートのいずれにも該当しない方

は、本講習を受講する必要はありませんが、講習の受講を妨げるものではありませ

ん。 

経過措置ルートについてのお問い合わせは、文部科学省 日本語教育機関認定法

ポータル内「お問い合わせ」より御連絡をお願いいたします。

https://www.nihongokyouiku.mext.go.jp/application/common/inquiry 

※お問い合わせの際は、問い合わせの種別「登録日本語教員について」を選択して

ください。 

  

例① D-1 ルートを選択する場合 ・・・ 講習Ⅱの受講が必要です。 

受講修了することで、基礎試験の免除を受けられます。 

例② E-1 ルートを選択する場合 ・・・ 講習Ⅰと講習Ⅱの受講が必要です。 

受講修了することで、基礎試験と応用試験の免除を受けられます。 

https://www.nihongokyouiku.mext.go.jp/application/common/inquiry
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 下記 URL よりサンプルの e ラーニングにアクセスして、問題なく講習を受講

できるかどうか必ず確認してください。QR コードからもアクセスが可能です。 

▼講習サンプル e ラーニング 

https://www.netlearning.co.jp/forclients/mext/sample.html 

[文部科学省ホームページ掲載] 

 

（注） 必ず講習サンプル e ラーニングを確認してから、申込に進んでください。 

▼サンプルがうまく視聴できなかった場合のお問い合わせ先 

 

 

 

 

 

  

２ 講習サンプルの確認  

 

 

経験者講習運営事務局 （株式会社ネットラーニング） 

[メールアドレス] nihongo-learning@netlearning.co.jp 

※原則翌営業日までに御返信いたします。（土日祝日・年末年始を除く） 

 

瓢

.... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------・・ ． .. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

https://www.netlearning.co.jp/forclients/mext/sample.html
mailto:nihongo-learning@netlearning.co.jp
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 下記 URL よりお申込みフォーム（Google Form）にアクセスして、講習受講の

申込を行ってください。PC、スマートフォンどちらからでも申込可能です。 また、

QR コードからもアクセスが可能です。 

▼ 「登録日本語教員の経過措置に係る経験者講習」 お申込みフォーム 

https://forms.gle/Wq2UvwTjw8HBjxEf8 

[文部科学省ホームページ掲載]  

 

 

 

 

 

  

３ 「お申込みフォーム」から受講申込   

登録日本語教員の経過措置に係る経験者

講習のお申込み

こちらl＃賎叩本語教員を対象とした登録日本君教員の経過拮墨に係る経詮者言習 (eラ

ーニング）のお中し込みページです。

登録日本語教貝制度への円浩な移行と釦旦の餡威項見点から、一定の要件を満たす塊合に

は、日本語教員國験や実践研修を免除する経過措置を設けています。語習の板要や申込方

法については以下黄料をご確認ください．

・現職日本語教貝経験者講習＜講習概要＞

・現職呂本語教貝経験者誦習＜中込方法＞

這習C受垂にはインターネット接続したIPCやスマートフォンなどの端末が必要です。

以下サイトにて、車前に励国の視詰やテストの回答ができることを必王確認してくださ

い。

．＜語習のサンプル＞はこちら

なお語習受器に必要な 「納入吾Jは、1:11刷の__tで1:11紙を貼付して郵送が必要です，

また受語完了後に発行される 「怪了書」はpl)朽ーータにてダウンロードし、日本居教貝試

験マイページヘのアップロードが必要なため` PCで外部よりメールを受信できるメール

アドレスの入力を推奨いたします。

中込後の自勁返信メールおよび華務局からの御連絡は以下メールアドレスよりお送りいた

します，

自動返信メー）仮送付元アドレス

fom1S-recerpts-nor瑶y-@gQQgle.com

車務局からのご遣終アドレス

nhonq0-leamin四狙匹 e.com

上屁 「＠gmail.oom」 「@intage.com」のドメインからメールを受信できるよう｀奉前

に設定をお顆いします，

Googleにコグインすると作案内容を保存できますコ詳紐

・必須の留問です

https://forms.gle/Wq2UvwTjw8HBjxEf8
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[メールアドレス] 

PC でメールを受け取ることができる 

メールアドレスの入力を推奨します 

[氏名] 

外国籍の方はアルファベットまたは漢字で 

入力してください 

 

[本籍地（都道府県）] …日本国籍の方 

[国籍名]…外国籍の方  

 

※[国籍]の回答によって異なります 

[国籍] 

[日本国籍]または[外国籍]を選択してください 

 

 

メールアドレス＊

メールアドレス

国籍＊

』
『

＜
 

てし畔を籍虚身自ご

遥宍

ヽ

ノ

氏名（洪字） ｀ 
姓 名 の閾には全角スペース （空白文

日本語教貝試験の出願時と同じ氏名を必ず文

例 ：受誦 太郎

＜注意＞

認入力の際、外字は文輝けの原因となりますの

し＼．9

機程依存文字 (P四在季見によっては正しく表示されない文字）も避けてご入力ください

回答を入力

氏名（カナ） ＊

姓 名 の閤にIi:!全角スペース （空白文字）を入れてください。

I:ジュコウタロウ

回答を入力

本籍地（都道府県） 貪

住民栞に記或の本錘地 （都道府県）情報をプ）

日本語教貝試験の出願時と同じ本籍地を必ず入力t:℃

遥択

生年月日 ＊

西麿でご入力くださいe

日付

yyyy/mm/dd 
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笠 ＊

あなたの性別を教えてください。

〇 如

0勁

〇 未回釜

竿 ＊

あなたの年器をプ）区yウンから這択してください。

遥沢

博絡先霜話脅号＊

日中這絡が取れる竜話番号を記載してください。

半角数字で入力してください。

※ハイフンは不妻です。

例 ：09099999999

回否を入力

所属機関＊

日本語教育に従奉している （または従車していた）機関の種頭をお逼びください。 （複数

這択可）

□法務省告示機関

〇 匡内大学 伊ふ釈学・大学院を含む）

□認定日本語教百謡閲

D卓

経渦措請ルート＊

ご目身にあてはまる＜経過措墨ルート＞をお遍びください。

ルート這択 ・受揖講習の這択についてのお問い合わせ先はこ三ら

※問い合わせの際は、問い合わせの種別 「登録日本語教貝について」を這択してくださ

い。

遥沢
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講背i巽fR*
対象となる潟習は受講者様ごとに異なります。

車前にく経逗措置ルート＞を確認の上、正しい講習をお中込みください。

遥沢

受講料の納付方法について ＊

受講料は「収入印紙」 1こよる納付となります。

訥入に必要な 闇 入言Jは原則翌営挙日までに入力いただいたアドレス宛にメールにてご

案内いたします。

本受講科について収入印祇で納付することに同意しますか。

口 同窓しよ9

受講料の波渫について ・

一度車務局あてに郵送された収入印紙 （受講料）はいかなる場合でも返還いたしません・

※収入証紙はお使いになれません。

上E内容について同意しますか．

〇 同意します

プライバシーポリシー・

経験者揖習運堂車務局は文部科学省より委託を受け、株式会社ネットラーニングおよび株

式会社インテージテクノスフィア （以下当社） が運営しております．

当社では、お預かりした但人信報についてその重要性を認協し、以下のとおり逗正かつ安

全に笞理 ・這堂いたします．

■株式会社ネットラーニング 個人恒報保韮某本方針

■株式会社インテージテクノスフィア 個人情報保諸方針

1．利用目的

当社は、収里した国人情報について｀以下の目的のために利用いたします。

①受渇案内メール送付のため

②申し込み内容の不信 ・硫認の遠絡のため

R受渇科 （収入印紙）納付に関する不信 ・確認の通絡のため

2第 三者揖供

当社では、受講申込者様の豆惹を得ることなしに、業務委託元以外の第三者に提供 ・開示

はいたしません。

ただし、法令等で定める場合、匿察等公的租閲から閉示を求められた場合には、個人情報

を開示する場合があります．

3．開示請求

受講申込者梧の回人恒報について、 ご本人には、 閲示 ・ 訂正 ・ 削除 • 利用停止を語求する
権利があります。手続きにあたっては、ご本人罹認のうえ対応させていただきますが、代

理人の場合も可能です。
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申込完了後、下記メールアドレスより、入力したメールアドレス宛に  

自動返信メールが届きますので、申込内容に間違いがないか確認してください。 

▼自動返信のメール送信元 

 

 

 

 

申込完了後、原則翌営業日（土日祝・年末年始を除く）に、事務局より 

納入書の御案内メールをお送りします。  

  

 

 

■ forms-receipts-noreply@google.com 

自動返信のメールアドレスとなりますので、御返信いただけません。 

入力内容に修正点等ございましたら、別途事務局まで御連絡ください。 

4．個人脩報に関するお問い合わせ先

受蚕申込者椋の国人侑報に関するあ津］い合わせは、以下の連絡先までお願いいたします．

竜話が藝がりづらい場合がございますc メールで間い合わせI頁いた場合は、原則翌堂業日

までにご回答いたします．

【経験者語習運堂車務局】 平曰 1():()0~17:00 

TEL:()26-227-5212 

mail: nihongo-leami11g@intage.com 

上記プライパシーポリシーについて同意しますか．

口同患します

入力内容の再確認禽

悪後に入力内容に誤りがないことを再確認してください，

ブラウザの戻るポタン （←)を使用すると 入力したデータが失われる可耗性がありま

す。

多正がある場合は、左下の戻るボタンをご伎用ください，

□確認しました

亘答のコピーが指定したア ドレスにメールで送信されます，

戻る Ill フォームをクリア

GoogI• Jォームてバス'.Jートを'.:1ii.'iしかいてください＂

♦•-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•• ♦- -♦ •• ． 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

mailto:forms-receipts-noreply@google.com
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納入書の御案内メールが届き次第、プリンタで納入書の印刷を行い、提出準備

（受講料の納入）を行ってください。記載されている情報に誤りがあれば、事務局ま

でお問い合わせください。 

▼受講料の納付方法 

受講料は「収入印紙」にて納入いただきます。受講料分の収入印紙を購入いただ

き、「登録日本語教員経験者講習受講料納入書」に貼り付けて 「簡易書留」で事務

局へ送付してください。 

▼受講料 

 本講習は有料です。御自身の受講料を確認のうえ、相当金額の収入印紙を購入

してください。 

                26,400 円（税込） 

 

               17,600 円（税込） 

納入書や本資料に記載している受講料・納入金額は税込表記です。 

▼収入印紙を購入できる場所 

  郵便局 / 法務局  他   (注)いずれも現金のみの取り扱いです。 

事務局から領収書のお渡しはありません。領収書が必要な場合、収入印紙購入時

に郵便局又は法務局で受領してください。 

▼収入印紙組み合わせ例 

                ２０,０００円券＋6,000 円券＋400 円券   （各 1 枚） 

 

               10,000 円券＋6,000 円券＋1,000 円券＋600 円券 

※上記以外の組み合わせでも問題ありません。                

４ 納入書の提出準備（受講料の納入）   

講習Ⅰと講習Ⅱ 

講習Ⅱのみ 

講習Ⅰと講習Ⅱ 

講習Ⅱのみ 

（各 1 枚） 
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 ▼納入書（見本） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼注意点 

①収入印紙には、押印や消印、割印をしないでください。 

②収入印紙（受講料）は いかなる場合も返還いたしません。 

③収入証紙はお使いになれません。 

④この納入書に何か書き込みいただいても、基本的に事務局での確認は行っており

ません。御質問などや伝達事項があれば、事務局までメールでのお問い合わせをお

願いします。  

「収入印紙貼付欄」と書かれた箇所に 

受講料相当の収入印紙を貼り付けてください。 

お申込みフォームに入力・送信された情報が記

載されています。記載内容に間違いがないか

どうか、必ず確認してください。 

記載されている受講料と購入した収入印紙の

金額に差異がないか、確認してください。 

必ず確認してください。 

●込量号 29081-m"92 

IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIH:111111111 
● a... 1 9 0 • c o g 2 • 

登録日本語教員の経過措置1.:係る経験者講習受講料納入書

文部科字省総合数脅政策局 日本は教育課卸中

受講者氏名 テスト長野

生年月日 196S年2月16日

本地 長野県

電話畠号 090-6325・4567 

メールアドレス test02@ in~e.com 

受講料 講四諌程 I!I（受訊科 26,400円）

収入印瓢（畳鯛＂）はいかなる ・合でも遍遍いたしません．
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▼納入書の送付方法 

かならず「簡易書留」で、郵便局窓口から下記送付先（事務局）へ送付してくださ

い。送料は受講者負担です。着払いで送付された場合は、事務局では受領できま

せん。簡易書留以外の方法で送付され、配達途中で郵便物の紛失等の事故が発生

した場合、責任は負いかねますので、御了承ください。 

▼納入書送付先 

 

 

 

▼納入書についてのお問い合わせ 

 

 

 

 

 

 

 

納入書が事務局に到着後、原則 5 営業日後に、お申込み時に御入力いただいた

メールアドレス宛に受講開始の御案内メールをお送りします。 

受講に必要なログイン用 URL や、ユーザ ID・パスワードが記載されていますの

で、御確認をお願いします。 5 営業日を過ぎてもメールが届かない場合は、事務

局へお問い合わせください。 

 

〒380-8581 

長野県長野市稲葉上千田沖 318 番地 

(株)インテージテクノスフィア内 「経験者講習運営事務局」 行 

 

 

 

５ 簡易書留で納入書を受付窓口に送る 

 

  

 

 

経験者講習運営事務局 （株式会社インテージテクノスフィア） 

[電話] 026-227-5212 （平日 10:00～17:00） 

※電話が繋がらない場合、メールにてお問い合わせください。 

[メールアドレス] nihongo-learning@intage.com 

※原則翌営業日後までに御返信いたします。（土日祝日・年末年始を除く） 

 

···••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••· ． ． .. • ·~ . ・. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

mailto:nihongo-learning@intage.com
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e ラーニングシステムへのログイン方法は、講習申し込み後にお送りする「受講開

始の御案内メール」に記載しますので、そちらを御確認ください。 

e ラーニングシステムの操作方法は、ログイン後 マイルーム内の[お知らせ]に掲

載されている操作マニュアルをご参照の上、学習を進めてください。 

 

 

毎月 20 日に受講状況を確認の上、各講習の修了条件を満たした皆様に対し「修

了証」を発行します。原則として、翌月上旬に以下メールアドレスより電子データで

修了証が届きますので、PC でダウンロードをしてください。 

※令和７年 11 月実施の「日本語教員試験」において、経過措置（D-1・D-2・E-1・

E-2）ルートで出願される方は、出願の時点で経過措置のための講習をあらかじめ

修了し、他の出願書類とともに修了証の提出をする必要があります。 

出願期間：令和７年７月１４日（月）～８月２２日（金） 

令和７年度日本語教員試験の出願を希望される方は、出願の時点で修了証の提

出が必須となりますので、令和７年７月２０日までに講習の受講を修了し出願時に

修了証を提出しなければなりません。 

詳しくは、以下のサイトを御確認ください。

https://www.mext.go.jp/a_menu/nihongo_kyoiku/mext_00004.html 

 

▼修了証送付元 

 

 

 

  

6 受講開始 

 

7 修了証の受領 

 

 

経験者講習運営事務局 （株式会社ネットラーニング） 

[メールアドレス] nihongo-learning@netlearning.co.jp 

※原則翌営業日までに御返信いたします。（土日祝日・年末年始を除く） 

 

··············································································································································••♦ •• 

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．． 

https://www.mext.go.jp/a_menu/nihongo_kyoiku/mext_00004.html
mailto:nihongo-learning@netlearning.co.jp
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▼経験者講習（申込方法/納入書の記載・送付/受講の御案内）についてのお問い合わせ  

経験者講習運営事務局 （株式会社インテージテクノスフィア） 

[電話] 026-227-5212 （平日 10:00～17:00） 

※電話が繋がらない場合、メールにてお問い合わせください。 

[メールアドレス] nihongo-learning@intage.com 

 ※原則翌営業日後までに御返信いたします。（土日祝日・年末年始を除く） 

▼講習(e ラーニング)システムのユーザ ID とパスワードについてのお問い合わせ  

経験者講習運営事務局 （株式会社インテージテクノスフィア） 

[メールアドレス] nihongo-learning@intage.com 

※ユーザ ID やパスワードを失念してしまった場合、上記メールアドレスまで、 

   納入書に記載の「申込番号」を御連絡ください。 

万が一、申込番号が分からない場合はお電話にて本人確認の上、メールにて 

ユーザ ID とパスワードを再送いたします。 

※原則翌営業日後までに御返信いたします。（土日祝日・年末年始を除く） 

▼講習(e ラーニング)システムの操作方法についてのお問い合わせ 

株式会社ネットラーニング ラーニングセンター 

[メールアドレス] support@netlearning.co.jp 

※お問い合わせの際はご自身の「ユーザ ID」を記載の上、ご連絡ください。 

※原則翌営業日までに御返信いたします。（土日祝日・年末年始を除く）  

お問い合わせ 

mailto:nihongo-learning@intage.com
mailto:nihongo-learning@intage.com
mailto:support@netlearning.co.jp
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▼修了証についてのお問い合わせ 

経験者講習運営事務局 （株式会社ネットラーニング） 

[メールアドレス] nihongo-learning@netlearning.co.jp 

※修了証は毎月 20 日に修了データを確認の上、原則として翌月 10 日までに発行い

たします。 

※修了証の受領方法は別途講習システム内「操作マニュアル」をご覧ください。 

※原則翌営業日までに御返信いたします。（土日祝日・年末年始を除く） 

▼経過措置に関するお問い合わせ 

文部科学省 日本語教育機関認定法ポータル内 「お問い合わせ」

https://www.nihongokyouiku.mext.go.jp/application/common/inquiry 

※お問い合わせの際は、問い合わせの種別「登録日本語教員について」を選択してくだ

さい。 

▼日本語教員試験に関するお問い合わせ 

日本語教員試験サイト内 「お問い合わせ先」

https://nihongokyouinshiken.mext.go.jp/  

 

mailto:nihongo-learning@netlearning.co.jp
https://www.nihongokyouiku.mext.go.jp/application/common/inquiry
https://nihongokyouinshiken.mext.go.jp/
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